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令和３年中泊町議会決算特別委員会

令和 ３年 ９月 ８日（水曜日）

〇議事日程 第１号

１ 臨時委員長の紹介

２ 委員長の選挙

３ 副委員長の選挙

４ 会議録署名委員の指名

５ 会期の決定

６ 監査結果の報告

７ 議案第４９号 令和２年度中泊町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算の認定について

８ 議案第５０号 令和２年度中泊町介護保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について

９ 議案第５１号 令和２年度中泊町農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算の認定について

１０ 議案第５２号 令和２年度中泊町漁業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算の認定について

１１ 議案第５３号 令和２年度中泊町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算の認定について

１２ 議案第５４号 令和２年度中泊町水道事業特別会計利益の処分及

び決算の認定について

〇出席委員（１２名）

２番 今 博 子 君 ３番 成 田 直 人 君
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１０番 沖 崎 勲 君 １１番 野 上 憲 幸 君

１２番 野 上 祐 一 君 １３番 川 山 光 則 君

〇欠席委員（１名）
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１番 田 中 洋 君

〇出席説明員
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町 民 課 長 三 上 康 栄 君
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〇職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長 宮 越 裕 子 君

総 務 課 木 村 将 師 君
行 政 情 報 係

総 務 課
佐々木 一 哉 君行 政 情 報 係
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開会 午前１０時００分

◎臨時委員長の紹介

〇議会事務局長（宮越裕子君） おはようございます。決算特別委員会の開会

に当たり、事務局から臨時委員長のご紹介をいたします。

今日は、去る９月３日の本会議において決算特別委員会が設置され

てから初めての委員会となります。委員長が互選されるまでの間、委

員会条例第１０条第２項の規定によって、出席委員の中で年長の委員

が臨時に委員長の職務を行うことになっております。

出席委員の中で野上祐一委員が年長の委員でありますので、野上祐

一委員に臨時委員長をお願いいたします。

野上委員、委員長席へお願いいたします。

〇野上（祐）臨時委員長 ただいま紹介をいただきました野上です。委員会条

例第１０条第２項の規定によって、臨時に委員長の職務を行います。

どうぞよろしくお願いいたします。

◎開会の宣告

〇野上（祐）臨時委員長 ただいまの出席委員数は１２人です。定足数に達し

ていますので、これから決算特別委員会を開会します。

本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。

◎委員長の選挙

〇野上（祐）臨時委員長 日程第２、委員長の選挙を行います。

お諮りします。委員長の選挙は指名推選の方法によって行いたいと

思います。ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇野上（祐）臨時委員長 異議なしと認めます。

よって、委員長の選挙は指名推選の方法によって行うことに決定し

ました。

お諮りします。指名の方法については、私が指名することにしたい

と思います。ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇野上（祐）臨時委員長 異議なしと認めます。
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したがって、私が指名することに決定しました。

決算特別委員会委員長に長利司委員を指名します。

ただいまの指名にご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇野上（祐）臨時委員長 異議なしと認めます。

したがって、長利司委員が委員長に当選されました。

当選の告知をいたします。

ただいま委員長に当選されました長利司委員に承諾及び挨拶をお願

いいたします。登壇をお願いします。

（決算特別委員長 長利 司君登壇）

〇長利委員長 ただいま皆様方のご推挙により委員長の重責を仰せつかりまし

た長利でございます。限られた日程ではございますが、委員各位の適

正かつ慎重なる議論をお願いを申し上げまして、委員長の挨拶とさせ

ていただきます。どうぞよろしくお願いします。

〇野上（祐）臨時委員長 以上で臨時委員長の職務を終わります。ご協力あり

がとうございました。

長利司委員長と交代します。よろしくお願いします。ありがとうご

ざいました。

（臨時委員長、委員長と交代）

◎副委員長の選挙

〇長利委員長 日程第３、副委員長の選挙を行います。

お諮りします。副委員長の選挙は指名推選の方法によって行いたい

と思います。ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇長利委員長 異議なしと認めます。

よって、副委員長の選挙は指名推選の方法によって行うことに決定

しました。

お諮りします。指名の方法については、私が指名することにしたい

と思います。ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇長利委員長 異議なしと認めます。

したがって、私が指名することに決定しました。
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決算特別委員会副委員長に秋田博委員を指名します。

ただいまの指名にご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇長利委員長 異議なしと認めます。

したがって、秋田博委員が副委員長に当選されました。

当選の告知をします。

ただいま副委員長に当選されました秋田博委員に承諾及び挨拶をお

願いします。登壇をお願いします。

（決算特別副委員長 秋田 博君登壇）

〇秋田副委員長 ただいま皆様方のご推挙によりまして、副委員長に選ばれま

した秋田です。委員各位のご厚意に対し、厚く御礼申し上げます。

令和２年度中泊町の決算審査に当たり、長利委員長をサポートして、

スムーズな審査に努めたいと思いますので、委員各位にご協力をお願

いいたします。簡単でございますが、副委員長の就任のご挨拶といた

します。よろしくお願いします。

◎会議録署名委員の指名

〇長利委員長 日程第４、会議録署名委員の指名を行います。

決算特別委員会の会議録署名委員は、１１番、野上憲幸委員、１２

番、野上祐一委員を指名します。

◎会期の決定

〇長利委員長 日程第５、会期の決定の件を議題にします。

お諮りします。決算特別委員会の会期は本日と明日９日の２日間に

したいと思います。ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇長利委員長 異議なしと認めます。

したがって、決算特別委員会の会期は本日と明日９日の２日間に決

定しました。

◎監査結果の報告

〇長利委員長 議案の審査に入る前に、代表監査委員に監査結果の報告を求め

ます。
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外﨑代表監査委員。

〇代表監査委員（外﨑良造君） おはようございます。町長より審査に付され

ました令和２年度中泊町一般会計及び各特別会計並びに公営企業会

計、水道事業の決算について、その審査結果の概要をご報告いたしま

す。

各会計の決算等は、関係法令に準拠して作成され、その計数は関係

諸帳簿、その他諸書類と符合しており、予算執行についても議決予算

に従って執行されていて、適正であると認められました。

なお、詳細につきましては各会計ごとの意見書のとおりでございま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。

〇長利委員長 監査結果の報告が終わりました。

ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇長利委員長 質疑なしと認め、監査報告に対する質疑を終わります。

◎議案第４９号の上程、説明、質疑

〇長利委員長 これより議事に入ります。

本日は、決算特別委員会に付託されました議案第４９号から議案第

５４号までの令和２年度中泊町各特別会計歳入歳出決算及び利益の処

分及び決算の審査を行います。

お諮りします。各議案の審査は歳入と歳出を一括して行いたいと思

います。ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇長利委員長 異議なしと認めます。

したがって、各議案の審査は歳入と歳出を一括して行うことに決定

しました。

なお、ご質問の際は決算書のページを示してお願いします。

日程第７、議案第４９号 令和２年度中泊町国民健康保険特別会計

歳入歳出決算の認定についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

三上町民課長。

〇町民課長（三上康栄君） 議案第４９号 令和２年度中泊町国民健康保険特

別会計歳入歳出決算の認定についてご説明いたします。
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最初に事業勘定からご説明いたします。１５５ページを御覧願いま

す。歳入決算額では、調定額１７億９，５４５万８６７円、収入済額

１６億８，１５６万６，３５４円、不納欠損額１，８９３万３，８５

１円、収入未済額９，４９５万６６２円、予算現額と収入済額との比

較は、マイナス５，７５４万７，６４６円となりました。

１５７ページを御覧願います。歳出決算額では、支出済額１５億９，

２３９万２，４７３円、不用額及び予算現額と支出済額との比較は同

額の１億４，６７２万１，５２７円となりました。歳入歳出差引残額

は、８，９１７万３，８８１円となり、その全額を令和３年度へ繰り

越すものであります。

次に、歳入歳出決算の概要について歳入歳出決算事項別明細書によ

り、歳出からご説明いたします。

１６５ページを御覧願います。第１款総務費では、支出済額が２，

８６２万９，８９６円、不用額は２５８万６，１０４円となっており

ます。第１項総務管理費では、支出済額が２，５９４万１，４４３円。

１６６ページを御覧願います。第２項徴税費では、支出済額が２５８

万９，４５３円。第３項運営協議会費では、支出済額が９万９，００

０円となっております。

第２款保険給付費では、支出済額が１０億５９３万７，４７８円で、

不用額が１億１３９万２，５２２円となっております。第１項療養諸

費では、支出済額が８億６，３６５万１６３円。１６７ページを御覧

願います。第２項高額療養費では、支出済額が１億３，９６２万７，

３１５円。第３項移送費では、支出済額がありませんでした。第４項

出産育児諸費では、支出済額が１２６万円。第５項葬祭費では、支出

済額が１４０万円。第６項傷病手当諸費では、支出額がありませんで

した。

１６８ページを御覧願います。第３款国民健康保険事業費納付金で

は、支出済額が４億１，０７７万４，５２５円で、不用額が２，８１

６万１，４７５円となっております。第１項医療給付費分では、支出

済額が２億７，３１１万７，１９１円。第２項後期高齢者支援金等分

では、支出済額が９，４５８万９９２円。第３項介護保険納付金分で

は、支出済額が４，３０７万６，３４２円となっております。

第４款共同事業拠出金では、支出済額が１６５円となっております。
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第５款財政安定化基金拠出金では、支出額はありませんでした。

第６款保健事業費では、支出済額が１，０８５万２，０３９円で、

不用額は４７０万４，９６１円となっております。１６９ページを御

覧願います。第１項保健事業費では、支出済額が３２６万３，２９８

円。第２項特定健康診査等事業費では、支出済額が７５８万８，７４

１円となっております。

第７款基金積立金では、支出済額が１億１，６５８万３，１８７円

となっております。

１７０ページを御覧願います。第８款公債費では、支出額はありま

せんでした。

第９款諸支出金では、支出済額が１，９６１万５，１８３円で、不

用額が７８万８１７円となっております。第１項償還金及び還付加算

金では、支出済額が５３１万４，１８３円。第２項繰出金では、支出

済額が１，４３０万１，０００円となっております。

１７１ページを御覧願います。第１０款予備費では、支出額はあり

ませんでした。

以上で歳出の説明を終わります。

次に、歳入についてご説明いたします。恐れ入りますが、１６１ペ

ージにお戻り願います。第１款国民健康保険税では、調定額４億７，

９３４万４９７円に対し収入済額は３億６，５４５万５，９８４円、

不納欠損額は１，８９３万３，８５１円、収入未済額は９，４９５万

６６２円、収納率は前年度比３．２４％増の７６．２４％となりまし

た。

１６２ページを御覧願います。第２款使用料及び手数料では、調定

額、収入済額が同額の１９万９，０００円となっております。

第３款国庫支出金では、調定額、収入済額が同額の１，０１３万６，

０００円となっております。

第４款県支出金では、調定額、収入済額が同額の１０億６，０４２

万８，２８２円となっております。第１項県補助金では、調定額、収

入済額が同額の１０億６，０４２万８，２８２円となっております。

第５款財産収入では、調定額、収入済額が同額の３，１８７円とな

っております。

１６３ページを御覧願います。第６款繰入金では、調定額、収入済
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額が同額の１億２，１９１万８，７６０円となっております。

第７款繰越金では、調定額、収入済額が同額の１億１，７０９万９，

２２０円となっております。

第８款諸収入では、調定額、収入済額が同額の６３２万５，９２１

円となっております。第１項延滞金加算金及び過料では、調定額、収

入済額が同額の４４８万６，１０９円。１６４ページを御覧願います。

第３項雑入では、調定額、収入済額が同額の１８３万９，８１２円と

なっております。

以上で事業勘定の歳入歳出決算の説明を終わります。

引き続き、診療施設勘定についてご説明いたします。恐れ入ります

が、１５８ページにお戻り願います。歳入決算額では、調定額、収入

済額が同額の１億４，３６９万２，８４２円、予算現額と収入済額の

比較は、マイナス４０４万１５８円となりました。

１５９ページを御覧願います。歳出決算額では、支出済額が１億４，

３６９万１，５１０円、不用額及び予算現額と支出済額との比較は同

額の４０４万１，４９０円となりました。歳入歳出差引残額は１，３

３２円となり、その全額を令和３年度に繰り越すものであります。

次に、歳入歳出決算の概要について、歳入歳出決算事項別明細書に

より、歳出からご説明いたします。

１７９ページを御覧願います。第１款総務費では、支出済額が１億

１７８万７，８０６円で、不用額が２８９万９，１９４円となってお

ります。第１項医療施設管理費は、支出済額が８，２２１万４，１７

１円。１８１ページを御覧願います。第２項歯科施設管理費では、支

出済額が１，９５７万３，６３５円となっております。

１８２ページを御覧願います。第２款医業費では、支出済額が１，

９０５万７，７８４円で、不用額が４４万２，２１６円となっており

ます。第１項医科用医業費では、支出済額が１，５４３万８，４１８

円。第２項歯科用医業費では、支出済額が３６１万９，３６６円とな

っております。

第３款公債費は、支出済額が２，２８４万５，９２０円で、不用額

が１，０８０円となっております。

１８３ページを御覧願います。第５款予備費では、支出額がありま

せんでした。
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以上で歳出の説明を終わります。

次に、歳入についてご説明いたします。恐れ入りますが、１７６ペ

ージにお戻り願います。第１款診療収入では、調定額、収入済額が同

額の７，６３２万５，０９２円となっております。第１項医科外来収

入では、調定額、収入済額が同額の６，１２５万１，２９９円。第２

項歯科外来収入では、調定額、収入済額が同額の１，３１９万７，２

３３円。第３項その他診療収入では、調定額、収入済額が同額の１８

７万６，５６０円となっております。

１７７ページを御覧願います。第２款使用料及び手数料では、調定

額、収入済額が同額の２５万７，４５８円となっております。第１項

手数料では、調定額、収入済額が同額の２２万３，３００円。第２項

使用料では、調定額、収入済額が同額の３万４，１５８円となってお

ります。

第３款繰入金では、調定額、収入済額が同額の５，３４６万１，６

００円となっております。

第４款諸収入では、調定額、収入済額が同額の１，０４９万８，６

４５円となっております。第１項雑入では、調定額、収入済額が同額

の８５０万５，９８４円、第２項受託事業収入では、調定額、収入済

額が同額の１９９万２，６６１円となっております。

１７８ページを御覧願います。第５款繰越金では、調定額、収入済

額が同額の１，０４７円となっております。

第７款県支出金では、調定額、収入済額が同額の１７４万９，００

０円となっております。

第８款国庫支出金では、調定額、収入済額が同額の１４０万円とな

っております。

以上で議案第４９号 令和２年度中泊町国民健康保険特別会計歳入

歳出決算の認定についての説明を終わります。よろしくお願いいたし

ます。

〇長利委員長 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑はあ

りませんか。

（「なし」の声あり）

〇長利委員長 質疑がないようですので、これをもちまして議案第４９号 令

和２年度中泊町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についての
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質疑を終わります。

◎議案第５０号の上程、説明、質疑

〇長利委員長 日程第８、議案第５０号 令和２年度中泊町介護保険事業特別

会計歳入歳出決算の認定についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

下山福祉課長。

〇福祉課長（下山貴子君） 議案第５０号 令和２年度中泊町介護保険事業特

別会計歳入歳出決算の認定についてご説明申し上げます。

歳入歳出決算書の１９５ページを御覧願います。歳入決算額では、

調定額１８億５，７１０万１，１８７円、収入済額１８億５，４１０

万４，０６１円、不納欠損額１５７万９，５０５円、収入未済額１４

１万７，６２１円、予算現額と収入済額との比較はマイナス４７６万

１，９３９円となりました。

１９７ページを御覧願います。歳出決算額では、支出済額１８億１，

９６６万７，９０７円、不用額及び予算現額と支出済額との比較は同

額の３，９１９万８，０９３円となりました。歳入歳出差引残額は３，

４４３万６，１５４円となり、その全額を令和３年度へ繰り越すもの

であります。

次に、歳入歳出決算の概要について、歳入歳出決算事項別明細書に

よりご説明申し上げます。最初に、歳出からご説明いたします。

２０４ページを御覧願います。第１款総務費では、支出済額が１億

９９３万３３６円となっております。第１項総務管理費では、支出済

額が９，９９６万９７５円。次の２０５ページを御覧願います。第２

項徴収費では、支出済額が５８万９，３２５円、第３項介護認定審査

会費では、支出済額が９３８万３６円となっております。

次のページ、２０６ページを御覧願います。第２款保険給付費では、

支出済額が１６億２，００８万１，５０７円となっております。第１

項介護サービス等諸費では、支出済額が１４億５，５２６万１６８円、

第２項介護予防サービス等諸費では、支出済額が１，９９８万１１２

円、次のページ、２０７ページを御覧願います。第３項高額介護サー

ビス等費では、支出済額が５，５７２万９，０９５円、第４項その他

諸費では、支出済額が１０６万７，９８２円、第５項特定入所者介護
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サービス等費では、支出済額が８，８０４万４，１５０円となってお

ります。

第３款地域支援事業費の支出済額は、８，８４７万９，５４６円と

なっております。第１項介護予防・生活支援サービス事業費では、支

出済額が４，５７９万１，６０３円第２項一般介護予防事業費では、

支出済額が３１８万２，６６１円、次のページ、２０８ページを御覧

願います。第３項包括的支援事業・任意事業費では、支出済額が３，

９２９万５，７６１円。２１０ページを御覧願います。第４項その他

諸費では、支出済額が２０万９，５２１円となっております。

第４款基金積立金では、支出済額が８９１円となっております。

第５款公債費は、支出がありませんでした。

第６款諸支出金では、支出済額が１１７万５，６２７円となってお

ります。

第７款予備費は、支出はありませんでした。

次に、歳入についてご説明いたします。恐れ入りますが、１９９ペ

ージにお戻りください。第１款保険料では、調定額２億７，７０１万

５，５１６円に対し、収入済額が２億７，４０１万８，３９０円、不

納欠損額が１５７万９，５０５円、収入未済額は１４１万７，６２１

円、収納率は９８．９２％となっております。

第２款使用料及び手数料では、調定額、収入済額は同額の２万６，

２００円となっております。

第３款国庫支出金では、調定額、収入済額は同額の５億１，１６９

万４，６８４円となっております。第１項国庫負担金では、調定額、

収入済額は同額の２億９，９８２万１，３３４円、第２項国庫補助金

では調定額、収入済額は同額の２億１，１８７万３，３５０円となっ

ております。

次のページ、２００ページを御覧願います。第４款支払基金交付金

では、調定額、収入済額は同額の４億５，５１７万４，６８８円とな

っております。

第５款県支出金では、調定額、収入済額は同額の２億８，８３９万

７，５９８円となっております。第１項県負担金では、調定額、収入

済額は同額の２億３，３１３万１，９９８円、第２項県補助金では、

調定額、収入済額は同額の５，５２６万５，６００円となっておりま
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す。

次のページ、２０１ページを御覧願います。第６款財産収入では、

調定額、収入済額は同額の８９１円となっております。

第７款繰入金では、調定額、収入済額は同額の３億８２２万５，８

０３円となっております。第１項一般会計繰入金では、調定額、収入

済額は同額の３億１２６万５，８０３円となっております。

次のページ、２０２ページを御覧願います。第２項基金繰入金では、

調定額、収入済額は同額の６９６万円となっております。

第８款繰越金では、調定額、収入済額は同額の１，５８６万３，０

５４円となっております。

第９款諸収入では、調定額、収入済額は同額の７０万２，７５３円

となっております。第１項延滞金、加算金及び過料では、調定額、収

入済額は同額の４万８，６００円、第２項雑入では、調定額、収入済

額は同額の６５万４，１５３円となっております。

以上、議案第５０号 令和２年度中泊町介護保険事業特別会計の歳

入歳出決算についてご説明申し上げました。よろしくお願いいたしま

す。

〇長利委員長 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑はあ

りませんか。

（「なし」の声あり）

〇長利委員長 質疑がないようですので、これをもちまして議案第５０号 令

和２年度中泊町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についての

質疑を終わります。

◎議案第５１号の上程、説明、質疑

〇長利委員長 日程第９、議案第５１号 令和２年度中泊町農業集落排水事業

特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

鈴木上下水道課長。

〇上下水道課長（鈴木輝文君） 議案第５１号 令和２年度中泊町農業集落排

水事業特別会計歳入歳出決算の認定についてご説明申し上げます。

歳入歳出決算書の２１９ページを御覧願います。歳入決算額では、

調定額４，１４８万６，７７７円、収入済額４，１４６万９，７２８
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円、収入未済額１万７，０４９円、予算現額と収入済額との比較は１

８万２，７２８円となりました。

次のページ、２２０ページを御覧願います。歳出決算額では、支出

済額４，０９４万４，０８９円、不用額及び予算現額と支出済額との

比較は同額の３４万２，９１１円となりました。歳入歳出差引残額で

は５２万５，６３９円となり、その全額を令和３年度へ繰り越すもの

であります。

次に、歳入歳出決算の概要について歳入歳出決算事項別明細書によ

りご説明いたしますので、２２３ページを御覧願います。

最初に、歳出からご説明いたします。第１款事業費、支出済額は１，

４０４万８，００１円となっております。これらの主な支出は、第２

目施設管理費、１０節需用費の電気料２１４万９，１６２円、１１節

役務費の汚泥搬出等の手数料５３６万円、１２節委託料の処理施設管

理業務委託料３６３万円などであります。

次のページ、２２４ページを御覧願います。第２款公債費、支出済

額は２，６８９万６，０８８円、第１目元金で支出済額が２，３６４

万７，５８２円、第２目利子で支出済額が３２４万８，５０６円とな

っております。

第３款予備費では、支出はありませんでした。

次に、歳入であります。恐れ入りますが、２２２ページにお戻り願

います。第１款使用料及び手数料では、調定額５８６万９，３９６円

に対し、収入済額は５８５万２，３４７円、収入未済額１万７，０４

９円となっており、現年度分の収納率は９９．７％であります。

第２款繰入金では、調定額、収入済額が同額の３，５１４万２，０

００円、第３款繰越金では、調定額、収入済額が同額の４７万５，３

８１円となっております。

以上、令和２年度中泊町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算に

ついてご説明申し上げました。

〇長利委員長 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑はあ

りませんか。

（「なし」の声あり）

〇長利委員長 質疑がないようですので、これをもちまして議案第５１号 令

和２年度中泊町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につい
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ての質疑を終わります。

◎議案第５２号の上程、説明、質疑

〇長利委員長 日程第１０、議案第５２号 令和２年度中泊町漁業集落排水事

業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

鈴木上下水道課長。

〇上下水道課長（鈴木輝文君） 議案第５２号 令和２年度中泊町漁業集落排

水事業特別会計歳入歳出決算の認定についてご説明申し上げます。

歳入歳出決算書の２３３ページを御覧願います。歳入決算額では、

調定額及び収入済額が同額の２，６９４万５，３５１円、予算現額と

収入済額との比較は５万３，３５１円となりました。

次のページ、２３４ページを御覧願います。歳出決算額では、支出

済額２，６５８万１，７５４円、不用額及び予算現額と支出済額との

比較は同額の３１万２４６円となりました。歳入歳出差引残額では３

６万３，５９７円となり、その全額を令和３年度へ繰り越すものであ

ります。

次に、歳入歳出決算の概要について歳入歳出決算事項別明細書によ

りご説明いたします。申し訳ございません、２３７ページを御覧願い

ます。

最初に、歳出からご説明いたします。第１款事業費、支出済額は９

５９万７，６０９円となっております。これらの主な支出は、第２目

施設管理費、１０節需用費の電気料１７７万５，２３０円、１２節委

託料の処理施設管理業務委託料２２０万円、漁業集落排水施設機能保

全委託料４０７万円などであります。

第２款公債費、支出済額は１，６９８万４，１４５円、第１目元金

で、支出済額が１，５２２万３，５０４円、次のページ、２３８ペー

ジを御覧願います。第２目利子で、支出済額が１７６万６４１円とな

っております。

第３款予備費では、支出はありませんでした。

次に、歳入であります。２３６ページにお戻り願います。第１款使

用料及び手数料では、調定額及び収入済額は同額の２８９万７，２０

８円となっており、収納率は１００％であります。
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第２款国庫支出金では、調定額、収入済額が同額の２２３万８，０

００円。

第３款繰入金では、調定額、収入済額が同額の２，１４９万４，０

００円。

第４款繰越金では、調定額、収入済額が同額の３１万６，１４３円

となっております。

以上、令和２年度中泊町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算に

ついてご説明申し上げました。

〇長利委員長 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑はあ

りませんか。

（「なし」の声あり）

〇長利委員長 質疑がないようですので、これをもちまして議案第５２号 令

和２年度中泊町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

ての質疑を終わります。

◎議案第５３号の上程、説明、質疑

〇長利委員長 日程第１１、議案第５３号 令和２年度中泊町後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

三上町民課長。

〇町民課長（三上康栄君） 議案第５３号 令和２年度中泊町後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算の認定についてご説明いたします。

２４７ページを御覧ください。歳入決算額では、調定額２億８，５

５２万６，３２２円、収入済額２億８，５３１万２，０２２円、不納

欠損額８万８００円、収入未済額１３万３，５００円、予算現額と収

入済額との比較は、１３０万９，０２２円となりました。

２４８ページを御覧願います。歳出決算額では、支出済額２億８，

１７２万７，６１０円、不用額及び予算現額と支出済額との比較は同

額の２２７万５，３９０円となりました。歳入歳出差引残額は３５８

万４，４１２円となり、その全額を令和３年度へ繰り越すものであり

ます。

次に、歳入歳出決算の概要について、歳入歳出決算事項別明細書に

より、歳出からご説明いたします。
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２５２ページを御覧願います。第１款総務費では、支出済額が６８

９万８，５８５円、不用額は２１１万６，４１５円となっております。

第１項総務管理費では、支出済額が６６９万６８５円、第２項徴収費

では、支出済額が２０万７，９００円となっております。

第２款後期高齢者医療連合納付金では、支出済額が２億７，４８１

万８，７２５円で、不用額が１，２７５円となっております。

２５３ページを御覧ください。第３款諸支出金では、支出済額が１

万３００円で、不用額が１５万７，７００円となっております。

以上で歳出の説明を終わります。

次に、歳入についてご説明いたします。恐れ入りますが、２５０ペ

ージにお戻り願います。

第１款後期高齢者医療保険料では、調定額８，１６３万５，８００

円に対し、収入済額は８，１４２万１，５００円、不納欠損額は８万

８００円、収入未済額は１３万３，５００円、収納率は前年度比０．

５３％増の９９．７４％となりました。

第２款使用料及び手数料では、調定額、収入済額が同額の２万２，

１００円となっております。

第３款繰入金では、調定額、収入済額が同額の１億９，６７６万１，

７２５円となっております。

第４款繰越金では、調定額、収入済額が同額の３５１万８，７８１

円となっております。

第５款諸収入では、調定額、収入済額が同額の３５８万７，９１６

円となっております。第１項延滞金加算金及び過料では、調定額、収

入済額が同額の１万８，３００円。２５１ページを御覧ください。第

２項雑入では、調定額、収入済額が同額の３５６万９，６１６円とな

っております。

以上で議案第５３号 令和２年度中泊町後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算の認定についての説明を終わります。よろしくお願いいた

します。

〇長利委員長 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑はあ

りませんか。

（「なし」の声あり）

〇長利委員長 質疑がないようですので、これをもちまして議案第５３号 令
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和２年度中泊町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

の質疑を終わります。

◎議案第５４号の上程、説明、質疑

〇長利委員長 日程第１２、議案第５４号 令和２年度中泊町水道事業特別会

計利益の処分及び決算の認定についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

鈴木上下水道課長。

〇上下水道課長（鈴木輝文君） 議案第５４号 令和２年度中泊町水道事業特

別会計利益の処分及び決算の認定についてご説明申し上げます。

損益計算書をもって決算報告いたしますので、恐れ入りますが、中

泊町水道事業特別会計決算書の８ページを御覧願います。１、営業収

益では、（１）の水道事業給水収益として２億４，１０３万２，６８

２円となっております。そして、（３）、その他の営業収益を合わせた

合計額は、２億４，１３９万３，１８２円となりました。

２、営業費用では、（１）の水道事業原水及び浄水費から（７）、水

道事業その他営業費用までの合計額は２億４，８０６万４，４１０円

となりました。営業収益から営業費用を差し引いた営業利益は、マイ

ナス６６７万１，２２８円となりました。

３、営業外収益では、（１）、受取利息から（４）、雑収益までの合

計額は９，８８１万８，３１４円となりました。

４、営業外費用では、（１）の支払利息が２，６８１万１，９２９

円となり、営業外収益から営業外費用を差し引きますと、営業外利益

が７，２００万６，３８５円となりました。よって、営業利益のマイ

ナス６６７万１，２２８円と営業外利益の７，２００万６，３８５円

を加算した経常利益は６，５３３万５，１５７円となりました。

次のページ、９ページを御覧願います。６、特別損失が８，６２３

円あったことから、当年度純利益が６，５３２万６，５３４円となり、

前年度繰越利益剰余金２億４，０７２万１，３５３円を加算すると３

億６０４万７，８８７円の利益剰余金になりました。

恐れ入りますが、１８ページを御覧願います。利益剰余金が計上さ

れていますが、ここの事業報告、１、概況（１）総括事項にも述べて

おりますが、全国的に社会問題となっている少子高齢化、そして若年
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層の町外への流出等で給水収益の減収が大きな課題となっておりま

す。

また、給水収益が前年度比、１０．９％の減収となっておりますが、

これは新型コロナウイルス対策支援事業で基本料金３か月分を減免し

たことが大きな要因となっております。ただし、その減収分は一般会

計から補助金として繰入れしており、今後も今まで以上に不要不急等

の経費を抑制し、健全経営に努めながら、安心、安定した水道水の供

給を図ってまいりたいと思っております。

なお、収入、支出の詳細につきましては２４ページからの費用明細

書に記載しておりますので、後ほど御覧願います。

以上、令和２年度中泊町水道事業特別会計利益の処分及び決算につ

いてご説明申し上げました。

〇長利委員長 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑はあ

りませんか。

（「なし」の声あり）

〇長利委員長 質疑がないようですので、これをもちまして議案第５４号 令

和２年度中泊町水道事業特別会計利益の処分及び決算の認定について

の質疑を終わります。

◎散会の宣告

〇長利委員長 以上で本日の日程は全部終了しました。

本日はこれで散会します。

散会 午前１０時５９分
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令和３年中泊町議会決算特別委員会

令和 ３年 ９月 ９日（木曜日）

〇議事日程 第２号

１ 議案第４８号 令和２年度中泊町一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて

〇出席委員（１２名）

２番 今 博 子 君 ３番 成 田 直 人 君

４番 秋 元 隆 君 ５番 塚 本 悦 子 君

６番 荒 関 富 雄 君 ７番 秋 田 博 君

８番 長 利 司 君 ９番 青 山 雅 晴 君

１０番 沖 崎 勲 君 １１番 野 上 憲 幸 君

１２番 野 上 祐 一 君 １３番 川 山 光 則 君

〇欠席委員（１名）

１番 田 中 洋 君

〇出席説明員

町 長 濱 舘 豊 光 君

副 町 長 横 野 彰 吾 君

教 育 長 米 塚 鈴 子 君

代 表 監 査 委 員 外 﨑 良 造 君

総 務 課 長 毛 内 康 裕 君

財 政 課 長 山 中 哲 哉 君

総 合 戦 略 課 長 三 上 晃 瑠 君

税 務 課 長 太 田 光 平 君

町 民 課 長 三 上 康 栄 君

福 祉 課 長 下 山 貴 子 君

環 境 整 備 課 長 藤 本 雅 久 君

農 政 課 長 古 川 幹 人 君
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水 産 商 工 観 光
越 野 進 一 君課 長

小 泊 支 所 長 藤 田 康 久 君

教 育 次 長 葛 西 成 芳 君

教 育 課 長 長 利 香代子 君

会 計 課 長 藤 田 順 悦 君

上 下 水 道 課 長 鈴 木 輝 文 君

〇職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長 宮 越 裕 子 君

総 務 課 木 村 将 師 君
行 政 情 報 係

総 務 課 佐々木 一 哉 君
行 政 情 報 係
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開議 午前１０時００分

◎開議の宣告

〇長利委員長 ただいまの出席委員数は１２人です。定足数に達していますの

で、これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。本日は、決算特別委

員会に付託されました令和２年度中泊町一般会計歳入歳出決算の審査

を行います。

◎議案第４８号の上程、説明、質疑

〇長利委員長 日程第１、議案第４８号 令和２年度中泊町一般会計歳入歳出

決算の認定についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

藤田会計課長。

〇会計課長（藤田順悦君） おはようございます。それでは、議案第４８号

令和２年度中泊町一般会計歳入歳出決算の認定についてご説明申し上

げます。

恐れ入りますが、１０ページを御覧願います。まず、歳入決算額で

は予算現額１０４億５，９９１万４，０００円、歳入調定額１０２億

５，２０２万８，４９９円、収入済額９８億６，４２８万３，５９１

円、不納欠損額２，８０２万５，９８６円、収入未済額３億５，９７

１万８，９２２円、予算現額と収入済額との比較ではマイナス５億９，

５６３万４０９円となりました。

１３ページを御覧願います。歳出決算額では、予算現額１０４億５，

９９１万４，０００円、支出済額９６億３，６３４万４，０３３円、

翌年度繰越額６億６，７７９万４，０００円、不用額１億５，５７７

万５，９６７円、予算現額と支出済額との比較では８億２，３５６万

９，９６７円となりました。

この結果、歳入歳出差引残額は２億２，７９３万９，５５８円とな

りました。

次に、歳入歳出決算の概要について、歳入歳出決算事項別明細書に

より、款項を追って、歳出からご説明申し上げますが、説明は支出済

額とさせていただきます。
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３５ページを御覧願います。第１款議会費は、支出済額７，９６２

万２，２８１円となっております。

次のページ、３６ページを御覧願います。第２款総務費では、支出

済額２６億５，６４７万５，５００円。第１項総務管理費、支出済額

２５億１１１万５，０７７円。５０ページを御覧願います。第２項徴

税費、支出済額９，０６９万５，６５６円。５２ページを御覧願いま

す。第３項戸籍住民基本台帳費、支出済額５，３１０万９，２８２円。

次のページ、５３ページを御覧願います。第４項選挙費、支出済額５

７１万９，１０８円。５５ページを御覧願います。第５項統計調査費、

支出済額５３６万２，４５７円。次のページ、５６ページを御覧願い

ます。第６項監査委員費、支出済額４７万３，９２０円でございます。

次のページ、５７ページを御覧願います。第３款民生費、支出済額

１３億９，１９１万１，４６６円となっております。第１項社会福祉

費、支出済額８億５，２００万９，０９２円。６１ページを御覧願い

ます。第２項児童福祉費、支出済額５億３，９９０万２，３７４円。

６４ページを御覧願います。第４款衛生費、支出済額１０億６，０

８１万７，４７２円となっております。第１項保健衛生費、支出済額

５億３，８３９万８，２４４円。７１ページを御覧願います。第２項

清掃費、支出済額２億７，８９５万３，３２６円。７３ページを御覧

願います。第３項母子保健費、支出済額５６６万６，８７９円。次の

ページ、７４ページを御覧願います。第４項病院費、支出済額１億７，

３６２万４，３６３円。第５項上水道整備費、支出済額６，４１７万

４，６６０円でございます。

ページのほうはそのままで、第５款労働費、支出済額１６万９，２

２５円となっております。

次のページ、７５ページを御覧願います。第６款農林水産業費、支

出済額７億８，００６万７，２２１円となっております。第１項農業

委員会費、支出済額２，８０５万８，９０６円。次のページ、７６ペ

ージを御覧願います。第２項農業費、支出済額１億５，３８５万９，

１６７円。８０ページを御覧願います。第３項畜産業費、支出済額５

４２万９，２７１円。第４項農地費、支出済額４億６，５１４万３，

９６２円。８３ページを御覧願います。第５項林業費、支出済額２，

７２３万７，６７３円。８５ページを御覧願います。第６項水産業費、
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支出済額１億３３万８，２４２円でございます。

８８ページを御覧願います。第７款商工費、支出済額１億９，８６

３万３，１６９円となっております。

９４ページを御覧願います。第８款土木費、支出済額７億９，２４

０万２，８７５円となっております。第１項土木管理費、支出済額４，

４９３万２，４２４円。次のページ、９５ページを御覧願います。第

２項道路橋梁費、支出済額３億８，１４７万５，７０２円。９８ペー

ジを御覧願います。第３項河川費、支出済額１，９０１万１，３３６

円。第４項都市計画費、支出済額１，４０４万６，０７４円。次のペ

ージ、９９ページを御覧願います。第５項住宅費、支出済額３億３，

２９３万７，２３９円。次のページ、１００ページを御覧願います。

第６項土地開発基金費、支出済額１００円でございます。

次のページ、１０１ページを御覧願います。第９款消防費、支出済

額５億７，７１３万１，１７９円となっております。

１０５ページを御覧願います。第１０款教育費、支出済額８億８，

３５２万９，２３６円となっております。第１項教育総務費、支出済

額４億３，３４７万６，７２９円。１０９ページを御覧願います。第

２項小学校費、支出済額９，６１４万１４３円。１１３ページを御覧

願います。第３項中学校費、支出済額５，９８８万４，９１７円。１

１７ページを御覧願います。第４項社会教育費、支出済額１億７，１

９７万６，８５０円。１２７ページを御覧願います。第５項保健体育

費、支出済額１億２，２０５万５９７円でございます。

１３３ページを御覧願います。第１１款災害復旧費、支出済額２，

８５０円でございます。

ページのほうはそのままで、第１２款公債費、支出済額１２億１，

５５８万１，５５９円となっております。

以上が歳出決算の概要であります。

次に、歳入決算について、款項を追ってご説明申し上げます。恐れ

入りますが、お戻りいただきまして、１５ページのほうを御覧願いま

す。第１款町税では、調定額１０億５０７万５，２２４円に対し収入

済額は９億２，８７９万５，４９０円、不納欠損額は２，７８０万４，

０８６円、収入未済額は４，８４７万５，６４８円、収納率は９２．

４１％となりました。収入済額の歳入総額に占める割合は９．４２％
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となっております。

項別では、第１項町民税で調定額３億４，９６０万７，９８６円に

対し、収入済額３億３，４９７万９，９２４円、不納欠損額１３８万

７，３７１円、収入未済額１，３２４万６９１円、収納率９５．８２

％となっております。

第２項固定資産税では、調定額５億２，５５６万６０円に対し、収

入済額４億６，６７５万３，８８８円、不納欠損額２，５８３万３，

４１５円、収入未済額３，２９７万２，７５７円、収納率は８８．８

１％となっております。

第３項軽自動車税では、調定額４，４９８万２００円に対し、収入

済額４，２１３万４，７００円、不納欠損額５８万３，３００円、収

入未済額２２６万２，２００円、収納率９３．６７％となっておりま

す。

次のページ、１６ページを御覧願います。第４項たばこ税では、調

定額、収入済額は同額の８，４９２万６，９７８円となっております。

第５項入湯税でございますが、収入はありませんでした。

ページのほうはそのままで、第２款地方譲与税では、調定額、収入

済額は同額の６，９８１万円となっております。第１項地方揮発油譲

与税では、調定額、収入済額は同額の１，５９６万５，０００円。第

２項自動車重量譲与税では、調定額、収入済額は同額の４，６４５万

１，０００円。次のページ、１７ページを御覧願います。第３項森林

環境譲与税では、調定額、収入済額は同額の７３９万４，０００円と

なっております。

ページのほうはそのままで、第３款利子割交付金では、調定額、収

入済額は同額の６１万７，０００円となっております。

第４款配当割交付金では、調定額、収入済額は同額の１３０万１，

０００円となっております。

第５款株式等譲渡所得割交付金では、調定額、収入済額は同額の１

５２万６，０００円となっております。

第６款地方消費税交付金では、調定額、収入済額は同額の２億２，

３３８万１，０００円となっており、歳入総額に占める割合は２．２

６％となっております。

第７款環境性能割交付金では、調定額、収入済額は同額の４５９万
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４，０００円となっております。

第８款地方特例交付金では、調定額、収入済額は同額の４２２万１，

０００円となっております。

次のページ、１８ページを御覧願います。第９款地方交付税では、

調定額、収入済額は同額の３７億４，１０７万９，０００円となって

おり、収入済額の歳入総額に占める割合は３７．９３％となっており

ます。

第１０款交通安全対策特別交付金では、調定額、収入済額は同額の

６３万８，０００円となっております。

新たに、第１１款法人事業税交付金として、調定額、収入済額が同

額の２６４万１，０００円となっております。

第１２款分担金及び負担金では、調定額、収入済額は同額の１１３

万３，８７７円となっております。

第１３款使用料及び手数料では、調定額１億２８６万１，０３２円

に対し、収入済額９，３７３万９，６３２円、不能欠損額２２万１，

９００円、収入未済額８８９万９，５００円となっております。第１

項使用料では、調定額９，６４４万１，１１４円、収入済額８，７３

１万９，７１４円、不能欠損額２２万１，９００円、収入未済額８８

９万９，５００円となっております。２０ページを御覧願います。第

２項手数料では、調定額、収入済額は同額の６４１万９，９１８円と

なっております。

次のページ、２１ページを御覧願います。第１４款国庫支出金では、

調定額２４億３，８４２万１，９５７円、収入済額２１億４，３８４

万１，７３５円、収入未済額２億９，４５８万２２２円となっており、

収入済額の歳入総額に占める割合は２１．７３％となっております。

第１項国庫負担金では、調定額、収入済額は同額の４億７，６８６万

５，３９３円。次のページ、２２ページを御覧願います。第２項国庫

補助金では、調定額１９億４，２０６万８，３３９円、収入済額１６

億４，７４８万８，１１７円、収入未済額２億９，４５８万２２２円

となっております。なお、収入未済額については、新型コロナウイル

ス感染症対応交付金事業等の翌年度繰越事業に係る未収入特定財源分

でございます。２４ページのほうを御覧願います。第３項国庫委託金

では、調定額、収入済額は同額の１，９４８万８，２２５円となって
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おります。

ページのほうはそのままで、第１５款県支出金では、調定額６億９

３２万５，７０９円、収入済額６億１８０万１，７０９円、収入未済

額７５２万４，０００円となっており、収入済額の歳入総額に占める

割合は、６．１０％となっております。第１項県負担金では、調定額、

収入済額は同額の２億９，０８３万３，３５７円となっております。

次のページ、２５ページを御覧願います。第２項県補助金では、調定

額２億９，１４３万１，４６６円、収入済額２億８，３９０万７，４

６６円、収入未済額７５２万４，０００円となっております。なお、

収入未済額については、社会保障・税番号システム整備事業等の翌年

度繰越事業に係る未収入特定財源分でございます。２７ページを御覧

願います。第３項県委託金では、調定額、収入済額は同額の２，７０

６万８８６円となっております。

次のページ、２８ページを御覧願います。第１６款財産収入では、

調定額４，５９３万５，４１７円、収入済額４，５６９万５，８６５

円、収入未済額２３万９，５５２円となっております。第１項財産運

用収入では、調定額１，４７６万４，１００円、収入済額１，４５２

万４，５４８円、収入未済額２３万９，５５２円。第２項財産売払収

入では、調定額、収入済額は同額の３，１１７万１，３１７円となっ

ております。

次のページ、２９ページを御覧願います。第１７款寄附金では、調

定額、収入済額は同額の６，１４６万４，４１６円となっております。

第１８款繰入金では、調定額、収入済額は同額の４億２，９４６万

１，４３６円となっており、収入済額の歳入総額に占める割合は４．

３５％となっております。

第１９款繰越金では、調定額、収入済額は同額の１億７，７５５万

４，８９０円となっており、収入済額の歳入総額に占める割合は１．

８０％となっております。

第２０款諸収入では、調定額、収入済額は同額の１億３，１５８万

４，８６０円となっており、収入済額の歳入総額に占める割合は１．

３３％となっております。第１項延滞金加算金及び過料では、調定額、

収入済額は同額の９７万７，８７０円。第２項町預金利子では、調定

額、収入済額は同額の２万３，４５９円。第３項貸付金元利収入では、
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調定額、収入済額は同額の１８６万２，０００円。次のページ、３０

ページを御覧願います。第４項受託事業収入では、調定額、収入済額

は同額の２００万６，９００円。第５項雑入では、調定額、収入済額

は同額の１億２，６７１万４，６３１円となっております。

３３ページを御覧願います。第２１款町債では、調定額、収入済額

は同額の１１億９，９４０万円となっており、収入済額の歳入総額に

占める割合は１２．１６％となっております。

最後になりますが、次のページ、３４ページを御覧願います。第２

２款自動車取得税交付金として、調定額、収入済額は同額の１，６８

１円となっております。

以上で令和２年度中泊町一般会計歳入歳出決算の認定についてご説

明申し上げました。

〇長利委員長 山中財政課長。

〇財政課長（山中哲哉君） 私からは、決算書別添資料の令和３年度以降起債

区分別公債費一覧及び令和２年度地方消費税交付金が充てられる社会

保障４経費、その他社会保障施策に要する経費並びに令和２年度各特

別会計への繰出金及び補助金の状況についてご説明いたします。

最初に、令和３年度以降起債区分別公債費一覧についてご説明申し

上げます。資料の１ページを御覧ください。令和２年度まで借入れし

た町債について、その償還額を令和３年度から令和１２年度までの１

０年間で、起債区分は国へ提出した地方財政状況調査の区分を基に作

成しております。参考までに、令和３年度は償還合計額が１２億１，

７９９万２，０００円、令和６年度は１２億２，８５９万４，０００

円とピークを迎え、以降減少傾向となる見込みでございます。また、

各年度ごとに普通交付税算入額、公債費合計から交付税算入額を差し

引いた公債費に要する一般財源を掲載しておりますので、参考にして

いただければと存じます。

次に、２ページの地方消費税交付金が充てられる社会保障４経費、

その他社会保障施策に要する経費の表を御覧願います。令和元年１０

月に１０％に引き上げられた消費税のうち５％分については、消費税

法第１条第２項により社会保障経費に充てることとなっております。

令和２年度の社会保障分の地方消費税交付金は１億２，６９８万４，

０００円の決算となっており、資料はその使途を表にまとめたもので
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ございます。

３ページを御覧願います。令和２年度で各特別会計への繰出金と補

助金の状況でございます。うち法定外繰出金及び補助金は、国民健康

保険（診療施設勘定）繰出金、農業集落排水事業繰出金及び漁業集落

排水事業繰出金に含まれる元利償還金以外のものであり、水道事業に

ついては、高料金対策繰出金以外のものとなっており、その他の各特

別会計繰出金、補助金については、全て法定内繰出金及び補助金とな

っております。

以上、別添資料についてご説明申し上げました。

〇長利委員長 お諮りします。

本案に対する質疑は歳入と歳出を分けて行いたいと思います。ご異

議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇長利委員長 異議なしと認めます。

したがって、質疑は歳入と歳出を分けて行うことに決定しました。

なお、質問の際は決算書のページを示してお願いします。

それでは、議案第４８号の歳入に対する質疑を行います。質疑はあ

りませんか。

（「なし」の声あり）

〇長利委員長 質疑がないようですので、これをもちまして歳入に対する質疑

を終わります。

続いて、議案第４８号の歳出に対する質疑を行います。

お諮りします。歳出に対する質疑は各款ごとに行いたいと思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇長利委員長 異議なしと認めます。

したがって、歳出に対する質疑は各款ごとに行うことに決定しまし

た。

それでは、第１款議会費に対する質疑を行います。質疑はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

〇長利委員長 質疑がないようですので、第１款議会費に対する質疑を終わり

ます。
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続いて、第２款総務費に対する質疑を行います。質疑はありません

か。

（「なし」の声あり）

〇長利委員長 質疑がないようですので、第２款総務費に対する質疑を終わり

ます。

続いて、第３款民生費に対する質疑を行います。質疑はありません

か。

（「なし」の声あり）

〇長利委員長 質疑がないようですので、第３款民生費に対する質疑を終わり

ます。

続いて、第４款衛生費に対する質疑を行います。質疑はありません

か。

（「なし」の声あり）

〇長利委員長 質疑がないようですので、第４款衛生費に対する質疑を終わり

ます。

続いて、第５款労働費に対する質疑を行います。質疑はありません

か。

（「なし」の声あり）

〇長利委員長 質疑がないようですので、第５款労働費に対する質疑を終わり

ます。

続いて、第６款農林水産業費に対する質疑を行います。質疑はあり

ませんか。

１３番、川山委員。

〇１３番（川山光則君） これは、あした総括で聞けないので。水産業費の中

で、今のコロナ対策で、これ見てもちょっと何ページだか分からない

ところで、１つだけ。昨年来、コロナ対策でいろいろ国、県、町には

大変皆さん感謝しているところです。その中で、Ｇｏ得キャンペーン、

ことし中止、今のとこストップしていたのか、進めていまして、昨年

から今までいろいろやっていただいた中で、お店屋さんからの苦情で

して、券を持ってきていろいろ買っていただいても、ちょっと小さい

お店だと、たまってきてもお金に換えられないので、支払いが滞ると。

それで案内載せられないという店が何軒かありまして、できれば、２

０日とかのサイクルでなくて、今現金仕入れみたいな感じで皆仕入れ
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ているので、できれば１週間以内とかで換金ができれば私たちも手を

挙げたいと、そういう声を耳にしましたので、今後できればそのよう

に進めていただければと思います。

それからもう一つは、今回これからのＧｏ得キャンペーンですけれ

ども、旅館に対して宿泊した人には１，５００円還元するとかやって

いましたけれども、なかなか話を聞きますと、旅館よりも、旅館より

もというわけではない、旅館はそれなりに努力して１，５００円ぐら

い安くならなくても、できればその１，５００円と、今お店屋さんで

買い物する券の１，５００円、合わせて３，０００円を飲食店等で使

っていただければもっと効果が出るのではないかと。旅館で１，５０

０円割引しても、残りの１，５００円使うといっても、大した額では

なくて、次の日使わないで、真っすぐ戻る人も結構あるらしくて。

あとスタンプ、何件からも押さなければ、ただでないし、それも何

件か苦情があったらしい。そこら辺、今後ですけれども、参考にして

これから進めていただければと。ぜひこれからもコロナ政策でいろい

ろやっていただきたいので、耳にした点だけ１つ伝えておきたいと思

います。よろしくお願いします。

〇長利委員長 越野課長。

〇水産商工観光課長（越野進一君） ただいまの川山委員のご質問、ご意見に

お答えいたします。

券を使ってスムーズに換金処理、これにつきましては、今やってい

る制度では、一応役場の支払期日、これを基にやっていましたので、

今やっている事業に関しては、そのままちょっとご理解をいただきた

いと思います。今後につきましては、その分検討いたしまして、再度

その辺を修正しながら実施してまいりたいと考えております。

それから、Ｇｏ得キャンペーンにつきまして、こちらにつきまして

は、飲食店に対するチケット１，０００円分も泊まっていただくお客

様に発券しております。１，０００円という額は小さいかもしれませ

んけれども、それなりの効果があるものと思ってございます。

それから、スタンプラリーにつきましては、宮越家のやはり公開、

これを見ていただくということで、見るから始まり、買って、泊まっ

てそれから食べてということで回っていただくことで、そういった相

乗効果があるものと思ってやっておりますので、ご理解のほどよろし



- 33 -

くお願いいたします。

〇長利委員長 １３番、川山委員。

〇１３番（川山光則君） よく分かりました。ただ、これからの参考にしてい

ただきたいという、アンケートと言えばなんだけれども、皆さんの声

がちょっとありましたので、よろしくお願いします。

〇長利委員長 ほかに質疑はありませんか。

１１番、野上委員。

〇１１番（野上憲幸君） ８４ページのほうを見てもらえれば、有害鳥獣駆除、

そしてまた、いわゆる鳥獣被害の防止協議会等に予算はついているわ

けですけれども、これ執行したわけですけれども、これのいわゆる投

資対効果、どのぐらいの。

今年猿等が物すごく多いわけです。猿そしてまたアナグマの外来種、

それとカモもそうですし、我々作物をつくっている人たちにとっては、

本当に悔しい思いを皆しているわけです。それに対し、他町村におい

ては、猿の駆除１匹に対して１万５，０００円、また高いところでは

３万円等の中身での駆除費を出していると。それによって絶対個体数

を少なくして効果を見るのだと。町でも全然やっていないということ

でなくて、当然捕獲ワナとか、つくってはやっているのですけれども、

ほとんど効果が見えていない。

これから町としても、いわゆる農地中間管理機構での今度圃場整備

に本格的に入るわけです。これは中山間地ということで、沢目、ほと

んど山手に近いということで、まだこれからこれ以上の中身で被害が

出てくることが想定できるわけです。当然そこにおいて、我々として

は今度高収益作物を作付するというのがこの事業の必須条件でありま

すので、先取りしながら、悔しい思いをしなくてもいいような、絶対

的な効果を上げれるような施策を講じていただきたいということは、

ハンター等も物すごく少ないわけです。ただ、少ないのは、ボランテ

ィアタイプでやっているということにもなりませんし、ちゃんと効果

を上げたものに対しては対価を与えると、そういう積極的な投資をし

て、また投資効果が出るような事業、いわゆる捕獲事業をできないも

のかと思って今確認しているわけですけれども。取りあえず担当課か

ら。

〇長利委員長 古川農政課長。
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〇農政課長（古川幹人君） 私のほうから鳥獣被害のことについてお答えいた

します。

今現在、猟友会とも毎週日曜日に駆除に回っていただいているのが

現状でございます。

あと、猿対策についてですけれども、特に地域住民から要望という

か苦情があった場合には、その周辺におり等を設置してやっているわ

けです。

あと、カモについてですけれども、今現在１３漁協を中心としたカ

モ対策の協議会も発足してございます。そちらのほうにも当町も加盟

して積極的に進めていく方向でございます。

あと、他町村の１匹あるいは１頭を捕獲した時点での報酬というこ

とでございますけれども、当町でも３年前に猿１匹につき８，０００

円の報酬を支払うということで、当初の計画で県のほうから予算をい

ただきました。実際１年間通して申請した件数というのは１件しかご

ざいませんでしたので、翌年度それを実施しなかったというのが現状

でございます。

最後に、これから宮野沢、薄市、今泉地区の圃場整備に係る鳥獣被

害については、これから工事に入るわけでございますので、県のほう

にいろんな計画を上げて、必要経費をお願いしていく予定でございま

す。

以上でございます。

〇長利委員長 野上委員。

〇１１番（野上憲幸君） １匹しかいないというのは、ほかの町村はその倍以

上出しているわけです。捕獲場所が中里であったか、五所川原区域で

あったか分かりませんけれども、捕獲場所は誰も限定しないのです。

申請して終わりです、それは。とすれば、ほかの町村に行っている可

能性もあるし、何よりも我々の町で積極的に取り組む、取り組んで効

果を上げる。確かにこれからの事業に対しては、それは鳥獣被害の防

止柵等の設置等もできないわけではないですけれども、ただそれ以前

に、猿とかは難しいです。イノシシとかそういう部類のものには確か

に効果が出ている面がありますけれども、ほとんど出ていないです。

今はトマトハウスまで来るようになっています。

ということで、やっぱり個体数を減らすと。１年に、例えば１００
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匹駆除したとすれば、これ３００万で３万円です。とすれば、それだ

け増えたのを抑えることもできるのです。そういう、たった今工事し

て、たった今捕れるわけでもないです。事業はもう５年以内には完成

するのです。その途中からずっと、作付の皆さん試行錯誤しながら、

作物選択もしながらやっていくわけですよ。その間にそういう被害等

が出てくればやる気をなくしてしまうのです。特に今日の新聞紙上に

あったように、米価も３，０００円以上下落しているのです。何かで

奮い立たせるためには、やっぱり町としても何かの見える形での行動

を取ってほしいと思っているのです。町長、どういうものですか、そ

ういうのは。

〇長利委員長 濱舘町長。

〇町長（濱舘豊光君） 鳥獣被害対策、町でも協議会をつくって様々取り組ん

でおるのですが、その会長を私やらせていただいているのですが、具

体な被害、様々聞こえている中で、どういう対策を取れば実際の被害

を減らしていけるのかということで、もっともっと突っ込んだ議論が

必要なのかなというふうに、今お話を伺いながら考えておりました。

また、委員ご指摘のとおり、今後、今泉、薄市、宮野沢、中山間地

の部分の区画整理事業も始まってまいります。そういった中で、どう

いう作物をつけて収益を上げていけばいいのかと農家さんが考えると

きに、その鳥獣被害というものが真っ先に心配の種として上がってく

るのだと思います。今後遅れないように効果の上がるような対策を協

議会としても考えていくべきだと思いますし、町としてもそこを力を

入れながら取り組んでまいりたいというふうに考えております。

〇長利委員長 ほかに質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇長利委員長 質疑がないようですので、第６款農林水産業費に対する質疑を

終わります。

続いて、第７款商工費に対する質疑を行います。質疑はありません

か。

（「なし」の声あり）

〇長利委員長 質疑がないようですので、第７款商工費に対する質疑を終わり

ます。

続いて、第８款土木費に対する質疑を行います。質疑はありません
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か。

（「なし」の声あり）

〇長利委員長 質疑がないようですので、第８款土木費に対する質疑を終わり

ます。

続いて、第９款消防費に対する質疑を行います。質疑はありません

か。

（「なし」の声あり）

〇長利委員長 質疑がないようですので、第９款消防費に対する質疑を終わり

ます。

続いて、第１０款教育費に対する質疑を行います。質疑はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

〇長利委員長 質疑がないようですので、第１０款教育費に対する質疑を終わ

ります。

続いて、第１１款災害復旧費に対する質疑を行います。質疑はあり

ませんか。

（「なし」の声あり）

〇長利委員長 質疑がないようですので、第１１款災害復旧費に対する質疑を

終わります。

続いて、第１２款公債費に対する質疑を行います。質疑はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

〇長利委員長 質疑がないようですので、第１２款公債費に対する質疑を終わ

ります。

続いて、第１３款予備費に対する質疑を行います。質疑はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

〇長利委員長 質疑がないようですので、第１３款予備費に対する質疑を終わ

ります。

これで議案第４８号 令和２年度中泊町一般会計歳入歳出決算の認

定についての質疑を終わります。

以上で決算特別委員会に付託されました議案第４８号から議案第５

４号までの令和２年度中泊町一般会計歳入歳出決算、各特別会計歳入
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歳出決算及び利益の処分及び決算に対する質疑は全て終了しました。

◎議案第４８号～議案第５４号の討論

〇長利委員長 これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇長利委員長 討論がないようですので、これで討論を終わります。

◎議案第４８号～議案第５４号の採決

〇長利委員長 これから採決を行います。

お諮りします。議案第４８号から議案第５４号までの令和２年度中

泊町一般会計歳入歳出決算、各特別会計歳入歳出決算及び利益の処分

及び決算は原案のとおり認定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇長利委員長 異議なしと認めます。

したがって、議案第４８号から議案第５４号までの令和２年度中泊

町一般会計歳入歳出決算、各特別会計歳入歳出決算及び利益の処分及

び決算は原案のとおり認定すべきものと決定しました。

去る９月３日、決算特別委員会に付託されました議案を２日間にわ

たり慎重に審査していただきまして、誠にありがとうございました。

◎閉会の宣告

〇長利委員長 以上で本日の日程は全部終了しました。

本日の会議を閉じます。

これをもちまして決算特別委員会を閉会します。

閉会 午前１０時５１分




